
る
こ
と
な
く
早
期
に
対
応
す
べ
き

と
考
え
ま
す
。

三･
四･
五　

平
成
27
年
度
か
ら

５
カ
年
計
画
の
「
せ
た
な
町
創
生

総
合
戦
略
」
や
平
成
28
年
度
町
政

執
行
方
針
の
中
に
も
「
日
本
一
子

育
て
し
や
す
い
町
」
を
掲
げ
て
戦

略
的
に
事
業
展
開
す
る
と
あ
る
が
、

子
育
て
支
援
は
鈍
足
で
す
。

　

上
ノ
国
町
で
は
平
成
26
年
10
月

か
ら
保
育
料
及
び
給
食
費
の
無
償

化
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

保
育
料
合
計
で
２
０
７
０
万
円
、

給
食
費
で
４
５
６
４
万
円
の
財
源

は
要
し
ま
す
が
、
将
来
の
せ
た
な

町
を
担
っ
て
く
れ
る
子
供
達
へ
の

無
償
支
援
対
策
は
急
務
で
あ
り
、

最
重
要
施
策
と
考
え
ま
す
。

　

環
境
の
充
実
、
優
秀
な

　

人
員
の
配
置
・
確
保
等

　

を
積
極
的
に
進
め
る

 

再
答
弁　

町
長　
　
　
　
　
　
　

一･

二　

不
妊
治
療
施
策
に
つ
い

て
は
、
北
海
道
が
実
施
す
る
北
海

道
特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
が

今
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

せ
た
な
町
と
し
て
、
道
の
助
成

事
業
で
賄
え
な
い
部
分
に
独
自
の

支
援
を
上
乗
せ
し
て
実
施
す
る
こ

と
を
前
向
き
に
検
討
し
ま
す
。

三･

四　

保
育
所
、
幼
稚
園
の
保

育
料
の
無
償
化
な
ど
子
育
て
世
帯

に
対
す
る
各
種
財
政
支
援
も
確
か

に
重
要
な
施
策
で
す
が
、
同
時
に

児
童
施
設
や
学
校
施
設
、
議
会
に

提
案
し
て
い
る
町
民
プ
ー
ル
等
の

社
会
教
育
施
設
、
乳
幼
児
や
児
童

生
徒
を
健
全
に
育
む
た
め
の
環
境

の
充
実
と
優
秀
な
人
員
の
配
置
や

人
材
の
確
保
等
を
積
極
的
に
進
め

る
こ
と
が
最
重
要
と
考
え
ま
す
。

　

総
合
的
な
子
育
て
支
援
対
策
を

講
じ
る
こ
と
で
、「
日
本
一
」
子

育
て
し
や
す
い
環
境
の
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
ま
す
。

五　

給
食
費
の
無
償
化
に
つ
い
て

は
、
教
育
長
の
答
弁
の
と
お
り
実

施
に
向
け
て
検
討
し
ま
す
。

 

総
務
厚
生
常
任
委
員
会

第
1
回

一
、
調
査
年
月
日

　
　
　
　
　

平
成
28
年
２
月
22
日

二
、
調
査
項
目

(1)
総
務
課
所
管

 

・
人
事
院
勧
告
に
伴
う
給
与
改
定

　

等
に
つ
い
て

 

・
檜
山
管
内
行
政
不
服
審
査
委
員

　

会
の
共
同
設
置
に
つ
い
て

 

・
檜
山
広
域
行
政
組
合
規
約
の
一

　

部
を
改
正
す
る
規
約
に
つ
い
て

(2)
財
政
課
所
管

 

・
平
成
27
年
度
せ
た
な
町
各
基
金

　

の
状
況
に
つ
い
て

 

・
平
成
28
年
度
地
方
交
付
税
に
つ

　

い
て

(3)
税
務
課
所
管

 

・
せ
た
な
町
国
民
健
康
保
険
税
条

　

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

　

つ
い
て

(4)
町
民
児
童
課
所
管

 

・
せ
た
な
町
防
犯
灯
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
事

　

業
に
つ
い
て

(5)
保
健
福
祉
課
所
管

 

・
低
所
得
の
高
齢
者
向
け
の
年
金

　

生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付

　

金
に
つ
い
て

 

・
せ
た
な
町
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ

　

ー
ム
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　

条
例
に
つ
い
て

 

・
せ
た
な
町
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ

　

ー
ム
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　

条
例
に
つ
い
て

 

・
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

（
せ
た
な
町
障
害
者
グ
ル
ー
プ

　

ホ
ー
ム
の
ぞ
み
）

 

・
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

（
瀬
棚
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

　

ム
あ
さ
な
ぎ
）

 

・
せ
た
な
町
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

　

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

　

例
に
つ
い
て

(6)
瀬
棚
総
合
支
所
地
域
町
民
課
所
管

 

・
せ
た
な
町
生
活
館
条
例
の
一
部　

　

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

(7)
国
保
病
院
所
管

 

・
権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

三
、
調
査
結
果

(1)
総
務
課
所
管

　

給
与
勧
告
の
骨
子
や
期
末
勤
勉

手
当
の
支
給
割
合
等
に
つ
い
て
、

行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
の
概
要
、

檜
山
広
域
行
政
組
合
の
共
同
処
理

す
る
事
務
に
地
方
創
生
等
広
域
連

携
事
業
が
追
加
さ
れ
た
件
に
つ
い

て
調
査
し
ま
し
た
。

(2)
財
政
課
所
管

　

平
成
27
年
度
せ
た
な
町
各
基
金

の
状
況
や
今
後
の
積
立
等
の
予
定
、

平
成
28
年
度
地
方
交
付
税
の
算
定

方
法
の
改
正
や
推
計
に
つ
い
て
調

査
し
ま
し
た
。

(3)
税
務
課
所
管

　

平
成
28
年
税
制
改
正
大
綱
の
閣

議
決
定
に
よ
る
、
国
民
健
康
保
険

施
行
令
の
改
正
に
伴
う
全
国
一
斉

改
正
の
概
要
に
つ
い
て
調
査
し
ま

し
た
。

(4)
町
民
児
童
課
所
管

　

防
犯
灯
の
設
置
数
や
箇
所
、
輝

度
等
に
つ
い
て
調
査
し
ま
し
た
。

(5)
保
健
福
祉
課
所
管

　

低
所
得
の
高
齢
者
向
け
の
年
金

生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金

の
趣
旨
や
概
要
、
条
例
改
正
の
経

緯
や
概
要
、
せ
た
な
町
障
害
者
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
ぞ
み
、
瀬
棚
高

齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ
さ
な
ぎ

の
指
定
管
理
者
の
概
要
に
つ
い
て

調
査
し
ま
し
た
。

(6)
瀬
棚
総
合
支
所
地
域
町
民
課
所
管

　

条
例
改
正
の
経
緯
や
概
要
等
に

つ
い
て
調
査
し
ま
し
た
。

(7)
国
保
病
院
所
管

　

放
棄
す
る
債
権
に
つ
い
て
、
経

緯
や
詳
細
に
つ
い
て
調
査
し
ま
し

た
。

 

産
業
教
育
常
任
委
員
会

第
1
回

一
、
調
査
年
月
日

　
　
　
　
　

平
成
28
年
１
月
12
日

二
、
調
査
項
目

(1)
産
業
振
興
課
所
管

 

・
温
泉
ホ
テ
ル
き
た
ひ
や
ま
の
運
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営
に
つ
い
て

 

・
水
産
資
源
等
調
査
業
務
に
つ
い
て

(2)
大
成
総
合
支
所
産
業
建
設
課
所
管

 

・
国
民
宿
舎
あ
わ
び
山
荘
の
経
営

　

状
況
に
つ
い
て

(3)
教
育
委
員
会
所
管

 

・
旧
瀬
棚
商
業
高
等
学
校
の
再
利

　

用
に
つ
い
て

 

・
せ
た
な
町
立
「
認
定
こ
ど
も
園
」

　

に
つ
い
て

三
、
調
査
結
果

(1)
産
業
振
興
課
所
管

　

温
泉
ホ
テ
ル
き
た
ひ
や
ま
の
平

成
27
年
度
の
経
営
状
況
、
収
支
決

算
見
込
み
に
つ
い
て
、
水
産
資
源

等
調
査
業
務
の
概
要
に
つ
い
て
調

査
し
ま
し
た
。

(2)
大
成
総
合
支
所
産
業
建
設
課
所
管

　

国
民
宿
舎
あ
わ
び
山
荘
の
平
成

27
年
度
の
経
営
状
況
、
収
支
決
算

見
込
み
に
つ
い
て
調
査
し
ま
し
た
。

(3)
教
育
委
員
会
所
管

　

旧
瀬
棚
商
業
高
等
学
校
の
再
利

用
、
認
定
こ
ど
も
園
の
開
設
に
係

る
経
緯
に
つ
い
て
調
査
し
、
旧
瀬

棚
商
業
高
等
学
校
の
跡
地
利
用
に

つ
い
て
継
続
調
査
と
し
ま
し
た
。

第
２
回

一
、
調
査
年
月
日

　
　
　
　
　

平
成
28
年
２
月
18
日

二
、
調
査
項
目

(1)
産
業
振
興
課
所
管

 

・
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

（
せ
た
な
町
営
牧
場
）

 

・
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

（
温
泉
ホ
テ
ル
き
た
ひ
や
ま
）

(2)
大
成
総
合
支
所
産
業
建
設
課
所
管

 

・
平
成
27
年
度
ナ
マ
コ
事
業
に
つ

　

い
て

 
・
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

（
国
民
宿
舎
あ
わ
び
山
荘
）

(3)
瀬
棚
総
合
支
所
産
業
建
設
課
所
管

 

・
建
物
及
び
土
地
の
無
償
貸
付
に

　

つ
い
て

(4)
建
設
水
道
課
所
管

 

・
橋
梁
点
検
（
近
接
目
視
点
検
）

　

に
つ
い
て

 

・
せ
た
な
町
営
農
用
水
道
等
給
水

　

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

に
つ
い
て

 

・
権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

　

（
水
道
使
用
料
）

(5)
教
育
委
員
会
所
管

 

・
せ
た
な
町
民
プ
ー
ル
に
つ
い
て

 

・
旧
瀬
棚
商
業
高
等
学
校
の
再
利

　

用
に
つ
い
て

 

・
せ
た
な
町
体
育
施
設
条
例
の
一

　

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

 

・
北
檜
山
中
学
校
柔
剣
道
場
非
構

　

造
部
材
耐
震
工
事
に
つ
い
て

三
、
調
査
結
果

(1)
産
業
振
興
課
所
管

　

町
営
牧
場
、
温
泉
ホ
テ
ル
き
た

ひ
や
ま
の
指
定
管
理
者
の
概
要
に

つ
い
て
調
査
し
ま
し
た
。

(2)
大
成
総
合
支
所
産
業
建
設
課
所
管

　

平
成
27
年
度
ナ
マ
コ
事
業
の
概

要
、
今
後
の
事
業
展
開
等
に
つ
い

て
、
国
民
宿
舎
あ
わ
び
山
荘
の
指

定
管
理
者
の
概
要
に
つ
い
て
調
査

し
ま
し
た
。

(3)
瀬
棚
総
合
支
所
産
業
建
設
課
所
管

　

無
償
貸
付
に
つ
い
て
の
概
要
や

貸
付
相
手
方
の
経
営
状
況
等
に
つ

い
て
調
査
し
ま
し
た
。

(4)
建
設
水
道
課
所
管

　

橋
梁
の
近
接
目
視
点
検
が
必
要

と
な
っ
た
経
緯
や
点
検
の
概
要
、

簡
易
水
道
条
例
改
正
の
概
要
、
放

棄
す
る
債
権
に
つ
い
て
、
経
緯
や

詳
細
に
つ
い
て
調
査
し
ま
し
た
。

(5)
教
育
委
員
会
所
管

　

町
民
プ
ー
ル
に
つ
い
て
調
査
し
、

継
続
調
査
と
な
り
ま
し
た
。

　

旧
瀬
棚
商
業
高
等
学
校
の
再
利

用
に
つ
い
て
、
瀬
棚
区
地
域
協
議

会
、
せ
た
な
町
社
会
教
育
委
員
の

会
、
文
化
財
保
護
審
議
会
を
経
て

提
出
さ
れ
た
再
利
用
案
に
つ
い
て

調
査
し
、
委
員
会
と
し
て
は
否
決

と
し
ま
し
た
。

　

体
育
施
設
条
例
の
一
部
改
正
の

概
要
、
耐
震
工
事
の
概
要
に
つ
い

て
調
査
し
ま
し
た
。

 

議
会
広
報
発
行
常
任
委
員
会

第
1
回

一
、
調
査
年
月
日

　
　
　
　
　

平
成
28
年
１
月
27
日

二
、
調
査
項
目

 

・
議
会
だ
よ
り
43
号
の
ゲ
ラ
編
集

　

に
つ
い
て

　
　

 

◆
第
1
回
◆

　
　
　
　
　
　
　

１
月
22
日
開
会

◎
専
決
処
分
の
承
認

 

・
せ
た
な
町
税
条
例
等
の
一
部
を

　

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

地
方
税
分
野
に
お
け
る
個
人
番

号
及
び
法
人
番
号
の
利
用
に
つ
い

て
改
正
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
地

方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
改
正
条
例
の
一
部
を
改
正
し

ま
し
た
。

◎
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
11
号
）

　

７
１
３
５
万
５
千
円
を
増
額
し
、

予
算
額
は
96
億
３
１
９
９
万
９
千

円
と
な
り
ま
し
た
。

　

補
正
の
内
容
は
、
ふ
る
さ
と
応

援
寄
附
金
に
対
し
て
の
ふ
る
さ
と

納
税
報
償
費
や
各
基
金
へ
の
積
み

立
て
、
水
産
資
源
等
調
査
業
務
、

全
道
全
国
大
会
参
加
奨
励
補
助
金

等
で
す
。

◎
乳
幼
児
等
医
療
費
の
助
成
に
関

　

す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

　

る
条
例
に
つ
い
て

　

通
院
に
係
る
医
療
費
支
給
の
対

象
範
囲
を
高
校
生
ま
で
拡
大
、
乳

幼
児
等
を
子
ど
も
に
改
め
る
た
め
、

条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

　
　

 

◆
第
２
回
◆

　
　
　
　
　
　
　

３
月
22
日
開
会

◎
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
14
号
）　
　

　

６
１
５
５
万
４
千
円
を
増
額
し
、

予
算
額
は
98
億
６
７
６
３
万
３
千

円
と
な
り
ま
し
た
。

　

補
正
の
内
容
は
、
ロ
ジ
テ
ッ
ク

の
電
力
小
売
り
事
業
か
ら
の
撤
退

に
伴
う
北
海
道
電
力
へ
の
契
約
変

更
に
よ
る
光
熱
水
費
の
増
額
、
地

方
創
生
加
速
化
交
付
金
事
業
費
の

増
額
、
米
乾
燥
貯
蔵
施
設
増
強
事

業
補
助
金
の
精
査
に
よ
る
減
額
で

す
。
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